
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
フランジ付き容器を包装するスリーブ型カートンであって、
　四角形の底板と、該底板の対向する一対の辺の各々に折目線を介して連接された係止片
と、前記底板の対向する他の一対の辺の各々に折目線を介して連接された側壁板と、該側
壁板に折目線を介して連接されると共に、ロック構造を有する天板形成片とを備えたブラ
ンク板から組み立てられ、
　 前記係止片を前記折目線で折り返して、前記係止片と前記底板とを
前記折目線の近傍の一部の領域で接着し、前記係止片の先端部と前記底板との間に

非接着部からなる係止部を形成し、前記ロック構造同士を係合すると共に、前記係止部
にフランジを係止して前記底板に載置した容器を包装するようにしたことを特徴とするス
リーブ型カートン。
【請求項２】
前記ロック構造が、前記天板形成片の端縁から内部に向けて形成された切目線で構成され
たことを特徴とする請求項１記載のスリーブ型カートン。
【請求項３】
前記ロック構造が、前記天板形成片の端縁から内部に向けて形成された切目線と、該切目
線の終端から前記天板形成片の他の端縁に向けて形成された折目線とから構成されたこと
を特徴とする請求項１記載のスリーブ型カートン。
【請求項４】
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前記切目線が、前記側壁板に天板形成片を連接する折目線と平行に設けられたことを特徴
とする請求項２または３に記載のスリーブ型カートン。
【請求項５】
前記ブランク板には、前記非接着部となる領域に予め離型層が設けられていることを特徴
とする請求項１乃至４のいずれかに記載のスリーブ型カートン。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、スリーブ形式のカートンに関し、更に詳しくは、デザート食品などが充填、密
封されたフランジ付きのカップ型容器を包装するスリーブ型カートンであって、包装され
た容器が、確実に保持され、抜け落ちることがなく、且つ意匠性にも優れたスリーブ型カ
ートンに関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、スリーブ形式のカートンは、ヨーグルト、プリン、各種ゼリーなどデザート食品が
充填、密封されたカップ型容器、或いは、小型の缶やボトルなどを複数個まとめて包装す
る集積包装用に主に使用されており、その強度や被包装物の保持性が重視されるため、カ
ートンの形態が画一的になり、変化に乏しく、意匠性の面では満足できるものがなかった
。
【０００３】
また、個包装に用いるスリーブ型カートンも、高級なデザート食品の容器用などに、意匠
性を高めるために一部で使用されているが、カートン表面への美麗な印刷は可能であって
も、容器の保持手段としては、例えば、スリーブ型カートンの上部の両側コーナー部に、
切目線を設けて容器のフランジ部と嵌合させて保持するとか、底部の両側コーナー部の端
縁部に切目線と折目線とを設け、この部分を内側に折り返して係止部とするなどの方法が
採られており、これらは、外観、或いは、容器の保持性、更には、包装作業の手間などの
点で、何らかの欠点があり、満足できるものではなかった。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
本発明は、上記のような背景に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、外
観がスマートで造形的な楽しさがあり、意匠性に優れると共に、内容物、即ち、容器の収
納が容易に行え、また、その保持性にも優れ、更に、使用前後は嵩張らず、輸送、保管が
容易であり、使用後の廃棄性にも優れるという、意匠性、使用適性、性能のいずれにも優
れたスリーブ型カートンを生産性よく提供することにある。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
　上記の課題は、以下の本発明により解決することができる。即ち、請求項１に記載した
発明は、フランジ付き容器を包装するスリーブ型カートンであって、四角形の底板と、該
底板の対向する一対の辺の各々に折目線を介して連接された係止片と、前記底板の対向す
る他の一対の辺の各々に折目線を介して連接された側壁板と、該側壁板に折目線を介して
連接されると共に、ロック構造を有する天板形成片とを備えたブランク板から組み立てら
れ、 前記係止片を前記折目線で折り返して、前記係止片と前記底板と
を前記折目線の近傍の一部の領域で接着し、前記係止片の先端部と前記底板との間に

非接着部からなる係止部を形成し、前記ロック構造同士を係合すると共に、前記係止
部にフランジを係止して前記底板に載置した容器を包装するようにしたことを特徴とする
スリーブ型カートンからなる。
【０００６】
このような構成を採ることにより、デザート食品などが充填され、上部のフランジ部に蓋
材がヒートシールされて密封されたフランジ付き容器を、スリーブ型カートンで包装する
際、容器のフランジ部を下にして、スリーブ型カートンの側壁板が連接されている方向か
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ら、容器をスライドさせて、両側の係止片の非接着部の底板と係止片との間にフランジ部
を挿入するようにして底板上に容器を置き、次いで、両側の側壁板および天板形成片を、
容器を包み込むように折目線で順次折り曲げて、容器の上部に重ね、両側の天板形成片に
設けられたロック構造で両者を固定することにより、天板が形成され包装が完了する。
【０００７】
このように包装することにより、容器の上部が天板で覆われ、且つ、下部では前後左右が
側壁板と係止片とで固定されるため、容器がスリーブ型カートンから抜け落ちることなく
、確実に容器を保持できるものである。
また、カートンの側壁板を容器の側壁に沿って傾斜を有するように形成できるので、カー
トン形状に変化が加わり、意匠性も向上させることができる。
そして、容器の保持手段が、従来品のように、スリーブ型カートンの側壁板の上下の折目
線部などに切目線を設けて、この部分に容器のコーナー部を嵌合させて保持させる形態で
はないので、カートンから容器の一部が突き出ることもなく、外観が損なわれることもな
い。
【０００８】
請求項２に記載した発明は、前記ロック構造が、前記天板形成片の端縁から内部に向けて
形成された切目線で構成されたことを特徴とする請求項１記載のスリーブ型カートンから
なる。
【０００９】
このような構成を採ることにより、前記請求項１に記載した発明の作用、効果に加えて、
容器の包装に際して、接着剤を使用しなくても天板形成片の切目線同士を互いに差し込ん
で係合させるだけで、カートン上部を閉鎖することができるため、包装作業が容易になり
、また、上部で重なり合う天板形成片の端縁部の形状を自由にデザインできるため、カー
トンに造形的な楽しさを付与することができ、意匠性も一層向上させることができる。
【００１０】
請求項３に記載した発明は、前記ロック構造が、前記天板形成片の端縁から内部に向けて
形成された切目線と、該切目線の終端から前記天板形成片の他の端縁に向けて形成された
折目線とから構成されたことを特徴とする請求項１記載のスリーブ型カートンからなる。
【００１１】
このような構成を採ることにより、前記請求項１または２に記載した発明の作用、効果に
加えて、天板形成片の切目線同士を係合させる際、前記折目線を折り曲げることにより切
目線が開くため、切目線同士の係合を一層容易に行うことができ、包装の作業性が向上す
る。
【００１２】
また、請求項４に記載した発明は、前記切目線が、前記側壁板に天板形成片を連接する折
目線と平行に設けられたことを特徴とする請求項２または３に記載のスリーブ型カートン
からなる。
【００１３】
このような構成を採ることにより、前記請求項２または３に記載した発明の作用、効果に
加えて、前記切目線同士を差し込む際、動作を横方向に一定できるため、差し込みが容易
になると共に、形成された天板形成片の係合部がはずれにくくなり、安定した天板が形成
される。
【００１４】
そして、請求項５に記載した発明は、前記ブランク板が、前記非接着部となる領域に予め
離型層が設けられていることを特徴とする請求項１乃至４のいずれかに記載のスリーブ型
カートンからなる。
このような離型層は、接着剤に対して剥離性を有する樹脂組成物などを所定のパターンで
印刷することにより、容易に設けることができる。
【００１５】
そして、このような構成を採ることにより、前記請求項１乃至４に記載した発明の作用、
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効果に加えて、前記係止片を折目線に沿う近傍の一部の領域のみで底板に接着する際、万
一、接着剤が広がって非接着部にはみ出した場合でも、容器のフランジ部が非接着部に差
し込まれることにより、容易に剥離するため支障なく包装することができ、係止片の貼り
作業も容易に行うことができる。
【００１６】
【発明の実施の形態】
以下に本発明のスリーブ型カートンの実施の形態について説明する。
本発明のスリーブ型カートンに使用する材料は、紙が主体であり、適度の厚さと剛性を有
する板紙であれば何でも使用できる。
只、外観、意匠性をよくするためには、印刷などにより表面、または表裏両面に絵柄その
他の装飾を施すことが好ましく、このためには印刷適性に優れた各種の白板紙が好ましい
。
【００１７】
また、板紙単独以外では、例えば、表面にアルミニウム箔や、ポリプロピレン、ポリエチ
レン、ポリエチレンテレフタレート、ポリ塩化ビニルなどのプラスチックフィルムを積層
した板紙も使用することができる。
このようなラミネート板紙を使用することにより、表面の光沢、平滑性などの外観のほか
、耐水性、更には、強度などの性能を向上させることができる。
【００１８】
このような材料を用いて製造される本発明のスリーブ型カートンの製造方法は、通常の折
り畳みカートン（ Folding Carton）と同様に、印刷、打抜き、製凾（具体的にはサイド貼
り）の工程で公知の設備により能率よく製造することができる。
即ち、印刷は、平版印刷、グラビア印刷、フレキソ印刷、スクリーン印刷などいずれの版
式でもよく、板紙仕様の印刷機であれば自由に選択し、多面付けの版を用いて片面でも、
両面でも生産性よく印刷することができる。
【００１９】
打抜きについても、通常の折り畳みカートン用の打抜き機を用いて、例えば、図１に示し
たようなパターンで多面付けした抜型を使用することにより、筋押しと打抜きとを同時に
行い、スリーブ型カートン用のブランク板（抜き生地）を生産性よく製造することができ
る。
【００２０】
また、製凾（サイド貼り）についても、スリーブ型カートンのブランク板（抜き生地）が
、例えば図１に示したような形状である場合、サイド貼り機などにより、底板の両側の係
止片または底板の接着部にエマルジョンタイプなどの接着剤を塗布し、折目線で係止片を
内側に折り畳んで圧着することにより、スリーブ型カートンを生産性よく製造することが
できる。
【００２１】
【実施例】
以下に、図面を用いて本発明を更に具体的に説明する。
但し、本発明は図面に示す実施例に限定されるものではない。また、異なる図においても
同じ部分には同じ符号を付した。
【００２２】
図１は、本発明のスリーブ型カートンの一実施例の内面側の構成を説明する展開図（ブラ
ンク板の図）である。
図１の展開図において、スリーブ型カートンのブランク板 10は、長方形の底板１を中心と
して、その左右両側に、それぞれ折目線５ a 、５ b を介して係止片２ a 、２ b が連接され
、また、上下の両側には、それぞれ折目線５ c 、５ d を介して側壁板３ a 、３ b が連接さ
れ、更に、該側壁板３ a 、３ b の先端部には、それぞれ折目線５ e 、５ f を介して、それ
ぞれ天板形成片４ a 、４ b が連接されて本体部分が構成されている。
【００２３】
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そして、上下両側の天板形成片４ a 、４ b には、それぞれ切目線６ a 、６ b が設けられて
おり、折目線５ c 、５ e および折目線５ d 、５ f を、それぞれ谷折りして側壁板３ a 、３
b を立ち上げ、また、底板１の上部で天板形成片４ a 、４ b を重ね合わせた時、天板形成
片４ a 、４ b を互いに差し込んで係合し、天板を形成するための切目線６ a と切目線６ b 
とによるロック構造が設けられている。
尚、前記ロック構造を形成する切目線６ a 、６ b の天板形成片４ a 、４ b の中心部側の先
端部近傍には、この部分から天板形成片４ a 、４ b のそれぞれの先端部に至る折目線５ g 
と折目線５ h とが設けられている。
【００２４】
この折目線５ g 、５ h は、前記切目線６ a 、６ b を、互いに差し込んで天板形成片４ a 、
４ b を係止する際、それぞれを折り曲げて切目線部が開くようにし、切目線６ a と切目線
６ b との差し込みを容易にするために設けたものである。
従って、前記折目線５ g 、５ h は、必須ではないが、包装の作業を容易にできる点で設け
ることが好ましい。
【００２５】
また、上下両側の天板形成片４ a 、４ b の切目線６ a 、６ b より先の部分は、本実施例で
は花びら形状としたが、この部分の形状は自由に設計することができ、包装される内容物
にマッチした形状を採り、それに応じた表面の絵柄印刷を施すことにより、意匠効果を一
層高めることができる。
【００２６】
尚、底板１の左右両側の折目線５ a 、５ b のそれぞれの両側に斜線で示した接着部７ a 、
７ b 、および接着部７ c 、７ d の領域は、係止片２ a 、２ b を、それぞれ折目線５ a 、５
b で底板１側に折り返して接着剤で接着される領域の例を示したものである。
このように係止片２ a 、２ b は、それぞれの先端部近傍に一定幅の非接着部が形成される
ように底板１に接着し、その非接着部を容器の係止部として利用するものである。即ち、
前記非接着部の係止片２ a 、２ b の先端の一定幅の端縁部と底板１との間に形成される間
隙部に、包装される容器の両側のフランジ部が差し込まれて保持されるように構成したも
のである。
【００２７】
図２は、図１の展開図に示した構成のスリーブ型カートンの底板の左右両側の係止片を接
着した仕上がり状態のスリーブ型カートンの内面側を示す平面図である。
即ち、図２において、スリーブ型カートン 20は、底板１の左右両側に折目線５ a 、５ b を
介して連接された係止片２ a 、２ b を、それぞれ折目線５ a 、５ b により、内側に折り返
して、斜線で示す領域を接着剤を介して接着し、接着部７ e 、７ f が構成されている。そ
の他の各部の構成は、図１の展開図に示したものと同一であるため、説明を省略する。
【００２８】
尚、図２に示したスリーブ型カートン 20は、先にも説明したように、デザート食品などが
充填、密封されたカップ型などのフランジ付き容器を包装するものであり、包装に際して
は、容器の上下を逆にして、即ち、フランジ部を下にして、底板１に連接されるいずれか
一方の側壁板上に容器を置き、次いで、底板１上にスライドさせて、容器の両側のフラン
ジ部を、スリーブ型カートン 20の両側の係止片２ a 、２ b の各先端部と、底板１との間に
形成された非接着部（係止部）に差し込んで、底板１の中央部に配置し、その後、両側の
側壁板３ a 、３ b および天板形成片４ a 、４ b で容器を包み込むように、折目線５ c 、５
d および折目線５ e 、５ f を順次内側に折り曲げて、上部で天板形成片４ a 、４ b を重ね
合わせると共に、天板形成片４ a 、４ b に設けられたロック構造、即ち、切目線６ a と切
目線６ b とを、折目線５ g 、５ h を軽く折り曲げながら、互いに差し込んで嵌合させるこ
とにより、両側の天板形成片４ a 、４ b がロックされて上部が閉鎖され包装が完了するも
のである。
【００２９】
図３は、図２に示した形状のスリーブ型カートンを用いて、フランジ付き容器を、そのフ
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ランジ部を下側にして包装した時の状態を示す斜視図である。
図３において、デザート食品などが充填、密封されたフランジ付き容器 40は、そのフラン
ジ部を下にして、底板１が四角形状のスリーブ型カートン 30で包装され、且つ、そのフラ
ンジ部が、スリーブ型カートン 30の下部の二方において、両側の係止片２ a 、２ b の下に
差し込まれて底板１との間で保持されると共に、残りの二方が側壁板３ a 、３ b で閉鎖さ
れ、更に、上部が両側の天板形成片４ a 、４ b をロックして形成される天板により、閉鎖
されて包装されているため、スリーブ型カートン 30から抜け落ちることがなく、安全に包
装される。
【００３０】
また、スリーブ型カートン 30の側壁板３ a 、３ b は、紙の目が横方向になるように構成さ
れているので、包装される容器の側壁が曲面で形成されている場合には、これに沿って曲
線状に形成することができ、カートン形状にも変化を持たせることができるため、天板形
成片４ a 、４ b の先端部の形状と合わせて、スリーブ型カートン 30に造形的な楽しさを加
えられ意匠性を向上できる。
【００３１】
尚、天板形成片４ a 、４ b に設けるロック構造は、前記実施例の図における切目線６ a 、
６ b の組合せのほか、一方の天板形成片にフック（鉤）状など戻り止めの付いた差し込み
片を設け、もう一方の天板形成片にこれを差し込んで止められる切目線または切り欠きに
よる受け部を設けて構成することもできる。
【００３２】
【発明の効果】
以上詳しく説明したように、請求項１に記載した発明は、フランジ付き容器を包装するた
めに用いるスリーブ型カートンであって、四角形の底板と、該底板の対向する一方の辺の
各々に折目線を介して連接された係止片と、前記底板の対抗する他方の辺の各々に折目線
を介して連接された側壁板と、該側壁板に折目線を介して連接されると共にロック構造を
有する天板形成片とを備えたブランク板からなり、該ブランク板は、前記係止片を前記折
目線で折り返して前記係止片と前記底板とを前記折目線の近傍の一部の領域で接着され、
前記係止片の先端部と前記底板との間に非接着部からなる係止部が形成され、前記底板に
載置した容器を、前記ロック構造同士を係合すると共に、前記係止部に容器のフランジ部
を係止して包装するようにしたことを特徴とするスリーブ型カートンである。
このような構成を採ることにより、以下に列記するような、生産性、輸送、保管、経済性
、使用後の廃棄性、包装作業の容易性、内容物の保持性、意匠性など総合的に優れた性能
のスリーブ型カートンを容易に提供できる効果を奏する。
【００３３】
▲１▼スリーブ型カートンの材料が板紙または板紙を基材とする積層シートであるため、
加工適性に優れており、通常の折り畳み函（ Folding Carton）と同様に、印刷、打抜き、
製函（貼り）の工程で自動化された公知の設備を利用して製造できるため生産性に優れて
おり、また、使用後は、焼却も容易で廃棄性にも優れている。
【００３４】
▲２▼スリーブ型カートンは、材料の使用量が少なく、製造時、フラットな状態に仕上げ
られるため嵩張らず、輸送、保管が容易で、コストも安価であり、経済性に優れている。
【００３５】
▲３▼使用に際しては、包装する容器を、そのフランジ部を下にして、スリーブ型カート
ンの底板の両側の係止片の非接着部が形成する両側の係止部の間に、横方向からスライド
させて、フランジ部を底板と係止片の間に挿入し、底板の中央部に置き、次いで、両側の
側壁板および天板形成片を、順次折目線で容器を包み込むように折り曲げて、容器の上部
で天板形成片を重ね合わせ、両側の天板形成片に設けられたロック構造で両者をロックす
ることにより、上部が閉鎖され、包装を終了することができる。
このように包装することにより、包装作業が容易であると同時に、被包装物である容器は
、上下がスリーブ型カートンの底板と天板で覆われ、側面においては、二方が側壁板で閉
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鎖され、残りの二方では容器のフランジ部が係止部で挟み込まれて保持されるため、スリ
ーブ型カートンから抜け落ちることがなく、安全に包装される。
【００３６】
▲４▼スリーブ型カートンの両側の側壁板は、それぞれの両側が切り放しの形態であるた
め、自由な形状にデザインすることができ、また、容器の側面の形状に応じて傾斜状、或
いは曲線状に形成することもできる。更に、天板形成片の先端部の形状についても、自由
な形状にデザインすることができるので、スリーブ型カートンに造形的な美しさを付与す
ることができる。また、上記構造面の特徴に合わせて表面に印刷による加飾を施すことに
より、一層優れた意匠性のスリーブ型カートンを提供できる。
【００３７】
また、請求項２に記載した発明は、前記ロック構造が、前記天板形成片の端縁から内部に
向けて形成された切目線で構成されたことを特徴とする請求項１記載のスリーブ型カート
ンである。
このような構成を採ることにより、前記請求項１に記載した発明の効果に加えて、内容物
の包装に際して、接着剤を使用しなくても、両側の天板形成片の切目線同士を互いに差し
込んで係合させるだけで、スリーブ型カートンの上部を閉鎖することができるため、包装
作業が容易となり、また、上部で重なり合う天板形成片の端縁部の形状を自由にデザイン
できるため、カートンに造形的な美しさを付与することができ、意匠性も一層向上させる
ことができる。
【００３８】
請求項３に記載した発明は、前記ロック構造が、前記天板形成片の端縁から内部に向けて
形成された切目線と、該切目線の終端から前記天板形成片の他の端縁に向けて形成された
折目線とから構成されたことを特徴とする請求項１記載のスリーブ型カートンである。
このような構成を採ることにより、前記請求項１または２に記載した発明の効果に加えて
、天板形成片の切目線同士を係合させる際、前記折目線を折り曲げることにより切目線が
開くため、切目線同士の係合を一層容易に行うことができ、包装の作業性が更に向上する
。
【００３９】
また、請求項４に記載した発明は、前記切目線が、前記側壁板に天板形成片を連接する折
目線と平行に設けられたことを特徴とする請求項２または３に記載のスリーブ型カートン
である。
このような構成を採ることにより、前記請求項２または３に記載した発明の効果に加えて
、前記切目線同士の差し込みが、横方向への動きに一定されるため、差し込み操作が容易
になると共に、形成された天板形成片の係合部がはずれにくくなり、安定した天板を形成
できる。
【００４０】
そして、請求項５に記載した発明は、前記ブランク板が、前記非接着部となる領域に予め
離型層が設けられていることを特徴とする請求項１乃至４のいずれかに記載のスリーブ型
カートンである。
このような構成を採ることにより、前記請求項１乃至４に記載した発明の効果に加えて、
両側の係止片を、一部の領域（所定の接着部）で底板に接着する際、万一、接着剤が広が
って非接着部にはみ出した場合でも、包装に際して、この部分に容器のフランジ部が差し
込まれることにより、容易に剥離するので支障なく包装することができ、係止片の貼り作
業を安心して高速で行えると共に、包装作業も能率よく行えるようになる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明のスリーブ型カートンの一実施例の内面側の構成を説明する展開図（ブラ
ンク板の図）である。
【図２】図１の展開図に示した構成のスリーブ型カートンの底板の両側の係止片を接着し
た仕上がり状態のスリーブ型カートンの内面側を示す平面図である。
【図３】図２に示した形状のスリーブ型カートンを用いて、フランジ付き容器を、そのフ
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ランジ部を下側にして包装した時の状態を示す斜視図である。
【符号の説明】
１　底板
２ a 、２ b 　係止片
３ a 、３ b 　側壁板
４ a 、４ b 　天板形成片
５ a 、５ b 、５ c 、５ d 、５ e 、５ f 、５ g 、５ h 　折目線
６ a 、６ b 　切目線
７ a 、７ b 、７ c 、７ d 、７ e 、７ f 　接着部
10　スリーブ型カートンのブランク板
20　スリーブ型カートン（両側係止片接着済み）
30　スリーブ型カートン
40　フランジ付き容器

10

【 図 １ 】 【 図 ２ 】

(8) JP 3908321 B2 2007.4.25



【 図 ３ 】
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